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いつまでも明るく、楽しく、元気に、一人ひとりが自分らしく充実した生活を送ること
は、全ての道民の願いです。
道では、これまで、道民の皆様が健康で元気に生活できる「健康寿命」を伸ばしていく

ため、平成１３年３月に「北海道健康づくり基本指針 すこやか北海道２１」を策定し、食
生活や運動といった生活習慣の改善、がんの早期発見・早期治療をはじめ、道民の皆様の
健康づくり施策を総合的に展開してまいりました。
こうした中、生活環境の改善や医学の進歩などを背景に平均寿命が年々伸びており、健

康づくりの重要性はますます高まっていることから、これまでの取組成果や国の基本方針
を踏まえ、この度、新たな「北海道健康増進計画 すこやか北海道２１」を策定しました。
新たな計画では、さらなる健康寿命の延伸を目指し、生活習慣の改善や無理なく自然に

行動できる環境整備を一層促進することとしています。
道といたしましては、今後とも、市町村や関係団体、学校や職場、そして地域の皆様と

連携・協働し、一人ひとりが生涯を通じて自らの健康を保ち、心豊かに生活できる、活力
ある地域づくりに取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、本計画の策定に当たり、多大なるご尽力をいただきました道民の健康づくり推

進協議会の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただいた皆様に、心から感謝を申し上げます。
いつまでも明るく、楽しく、元気よく暮らすことは、私たち道民の共通の願いです。
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健やかで心豊かに生活できる

活力ある社会をめざして
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